
  

 

就学援助制度について（お知らせ） 
 
長岡市では、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者の方に、「就学援助制度」を設け

ています。このご案内をご確認いただき、就学援助を希望される場合は、期限までに必ず申請く

ださるようお願いします。 

 

 

 

【対象となる方】                                

次のいずれかに該当するご家庭（世帯）が対象となります。 

①生活保護を停止または廃止された世帯    ②世帯全員が市民税非課税の世帯 

③市民税の減免を受けている世帯       ④保護者が児童扶養手当を受けている世帯 

⑤国民健康保険料の減免を受けている世帯   ⑥国民年金保険料の免除を受けている世帯 

⑦世帯の前年（令和５年分）合計所得額が、市の定める基準以下の世帯 
 

【申 請 期 間】                                

令和６年４月１日（月曜日）～令和６年４月３０日（火曜日） 

 ※ 上記期間以降も令和７年２月２８日まで随時受付しますが、その場合、申請を受け付けた日の
翌月１日からの支給認定となります。認定月以前の分については、遡って支給されませんのでご
注意ください。 

 

【申 請 方 法】                                

 下記⑴ＱＲコードまたは⑵ＵＲＬから入力画面にアクセスして、申請してください。 

 ※令和６年４月１日（月曜日）から入力可能です。 

 ⑴ ＱＲコード          ⑵ ＵＲＬ 

           https://logoform.jp/f/81Irm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者のみなさんへ 令和６年度 

・ 就学援助の申請は毎年度必要です。 

・ ６年度から申請方法が、「紙」による申請から「オンライン」申請に変更になりました。 

＜申請に必要な添付書類＞ 

 入力の際に必要（画像データを添付）となりますので、事前に御準備のうえ、入力してくだ
さい。 
 
 【全員が添付】 
●保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード 
 金融機関名、店名、店番号、預金種目、口座番号、名義人のカナ氏名が確認できるもの 
 
【必要に応じて添付】 
◆市民税の減免を受けている場合は、減免措置の決定通知書 
◆児童生徒の保護者が児童扶養手当を受けている場合は、児童扶養手当証書 
◆同居の家族又は単身赴任中の保護者が国民健康保険料の減免を受けている場合は、国民健康

保険料減免決定通知書 
◆同居の家族又は単身赴任中の保護者が国民年金保険料の免除を受けている場合は、国民年金

保険料免除・納付猶予申請承認通知書または国民年金保険料免除理由該当通知書 



  

【注 意 事 項】                                

 ⑴ １回の申請において、兄弟姉妹分の申請が可能です。 

 ⑵ 令和６年１月１日現在で長岡市に住所があった方は、所得状況の申告を必ず済ま

せてください。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。 

   ・税務署に所得税の確定申告を提出した人 

   ・給与収入のみで、勤務先から長岡市へ給与支払報告書の提出がある人 

    （提出の有無は勤務先へ確認してください） 

   ・合計所得金額が４８万円以下で、税法上の扶養に入っている人 

 ⑶ 令和６年１月１日現在で長岡市以外に住所があった方は、申請後、前住所地から

令和６年度（令和５年分）所得課税証明書を取り寄せ、提出してください。 

   対象となる方には、別途、お知らせします。 

 ⑷ 申請に係る世帯の状況は、住民票上の世帯分離を問わず、同居者全員の状況を記

入してください。 

   なお、当制度においては、以下のような人も含めて「世帯」とみなします。 

   ・住民票上同一世帯に含まれる人（実際は別居している人も含む） 

     ただし、実際は別居していることが証明できるもの（公共料金の請求書等）

の提出があれば別世帯として取り扱いますので、下記連絡先へご連絡ください。 

   ・世帯分離をしている同居者  ・単身赴任中の保護者 

 

   世帯状況については、申請内容と住民票の内容により確認いたします。 

 ⑸ 生活保護を受けている世帯は申請の必要はありません。保護世帯でなくなった時

点で申請してください。 

 ⑹ 申請は、学校諸経費の納入状況に応じて、就学援助費を保護者口座ではなく学校

の指定する口座へ振り込むことへの同意も兼ねていますので、ご承知ください。 

 

【結 果 通 知】                                 

４月から６月までの申請分は、審査結果を７月下旬（予定）にメールで通知します。 

 ※７月以降の申請分は、申請を受け付けた日の翌月下旬にメールで通知します。 

 

【支 給 時 期】                                 

 年３回 （８月、１２月及び令和７年４月の予定） 

 

【支 給 方 法】                                 

 ⑴ 保護者口座への振込み 

 ⑵ ただし、学校諸経費に未納が生じる場合は、学校長口座へ振込みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学援助制度についてのお問い合わせ先】 
 

長岡市教育委員会学務課  ℡ ０２５８－３９－２２３９ 
 

◆学校諸経費の内容や納入方法については、各学校にお問い合わせください。 



  

【長岡市の定める基準（家族構成と基準額の例）】                  

家 族 構 成  〔例〕 
世帯の総所得金額〔目安〕 

持家の場合 借家の場合 

２人 母（３６歳） 子（小３） １９３万円程度まで ２５７万円程度まで 

３人 父（３８歳） 母（３６歳） 子（小３） ２５８万円程度まで ３２２万円程度まで 

４人 
父（４２歳） 母（３８歳） 

子（中２）  子（小３） 
３２４万円程度まで ３８８万円程度まで 

５人 
祖母（６５歳）父（４２歳）母（３８歳） 

子 （中２） 子（小３） 
３６０万円程度まで ４２４万円程度まで 

６人 
祖父（６８歳）祖母（６５歳）父（４２歳）

母（３８歳）子 （中２） 子（小３） 
４０７万円程度まで ４７１万円程度まで 

※上表はあくまで「目安」です。家族構成、年齢、家賃の有無等により基準額が異なります。 

 上表に当てはまらず、認定となるか分からない場合でも、申請していただければ教育委員会で

審査いたします。 

※給与所得の場合、給与所得控除後の金額です。事業所得の場合、必要経費控除後の金額です。 

 
【主な援助対象費目】                              

 

援助費目 説  明 
備  考 

（学校により支給対象が異なることがあります） 

学用品費 ノート・えんぴつ等の購入費 定額支給 

通学用品費 通学に必要な靴・傘等の購入費 
定額支給 小１、中１は対象外（新入学児童

生徒学用品費等支給） 

校外活動費 
校外活動の参加に必要な交通費、

宿泊費、見学料など 
市決定額を支給（限度額あり） 

新入学児童生徒 

学用品費等 

新入学の際必要なランドセル・カ

バン等の購入費 

定額支給 小学校分は年長児、中学校分は小

６の１１月現在認定者に支給します。 

小・中学校入学前に支給を受けていない方に

ついては、小１、中１の４月１日認定者に対

し、８月に支給します。 

修学旅行費 
修学旅行の参加に必要な交通費、

宿泊費、見学料など 

市決定額を支給 小６、中２（又は中３）の

修学旅行実施日現在認定者 

生徒会・PTA 会費 学校に納入する生徒会・PTA 会費 定額支給 

体育実技用具費 
スキー用具購入費または柔道着購

入費 

定額支給 小１・４、中１のスキー又は柔道

授業実施校（柔道は中学校のみ） 

実施日現在認定者のみ支給 

学校給食費 
学校給食にかかる食材料費 

（牛乳代含む） 
実費支給（納入実績分） 

医療費 

学校保健安全法で指定された病気

（結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、

アデノイド、むし歯、寄生虫病な

ど）の医療費 

医療券を交付 ※事前に学校から医療券の交

付を受け、必ず医療券を持参のうえ、受診し

てください。※詳細は「就学援助費（医療費）

について」をご覧ください。 

※ 市外に住所がある方は学校給食費・医療費のみが支給されます。 



  

【電子申請における申請から決定までの流れ】                   

 

電子申請（その際、メールアドレスを登録します。） 

 

受 付 

受付が完了すると、受付完了メールが届きます。 

  

追加確認 

 審査の過程で、課税証明書等の提出を依

頼する場合等は、メールでお知らせします

ので、再度入力をお願いします。 

 

審査結果のお知らせ 

 ７月下旬頃に審査が完了した旨メールが届きますので、メールに記載の指定のＵＲ

Ｌからアクセスして、審査結果を確認してください。（紙による通知はありません。） 

 

 

【電子申請Ｑ＆Ａ】                               

Ｑ１ 申請入力はいつから可能ですか 

Ａ１ 令和６年４月１日から受付を開始します。24 時間いつでも申請可能です。 

   なお、４月１日から４月３０日までに申請し、就学援助の認定となった場合、認

定日は「令和６年４月１日」付けとなりますが、５月１日以降に申請し、認定とな

った場合は、申請受理日の翌月１日付けとなりますので、ご注意ください。 

  （例：５月１日に申請し、認定の場合、認定日は令和６年６月１日付けとなる。） 

 

Ｑ２ 保護者名義の預金通帳の画像データが添付必須となっていますが、ネット銀行で

キャッシュカードを持っていません。 

Ａ２ 金融機関名等が載っているページのスクリーンショット等をご用意ください。 

 

Ｑ３ 電子申請をしましたが、受付完了メールが届きません。 

Ａ３ ➀迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありますので、ドメイン設

定等をご確認ください。 

   ※ no-reply@logoform.jp からのメールを受信できるよう設定してください。 

 

   ➁受付完了メールが届いていない場合、受付が完了していません。その場合は、

恐れ入りますが、再度、電子申請をお願いします。 

    なお、その際の申請日は、受付が完了した日となります。 

 

Ｑ４ 審査結果が出るまでどのくらいかかりますか 

Ａ４ ➀４月１日から６月３０日までに申請のあった分は、７月下旬頃お知らせします。 

   ➁７月１日以降に申請のあった分は、申請した月の翌月下旬頃お知らせします。 

確認が必要な場合 

追加確認の 

必要がない場合 


